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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】特に航空機または宇宙船の胴体構成要素用の、
二方向または多方向繊維半製品から湾曲繊維プリフォー
ムを生成するためのデバイスの提供。
【解決手段】共有面に配置されることで格子を形成する
ように互いに十字に結合可能となるように形成された複
数の第１の薄板２および複数の第２の薄板３を有する。
薄板は、少なくとも部分的に、格子４の薄板の局所配向
が変化するように、共有面と交差する軸５まわりに弾性
的に曲げ可能に形成される。このデバイス１はまた、繊
維半製品を一時的に付着させるために形成され、薄板が
曲がると、それに応じて繊維半製品の局所繊維配向も変
化するように構成される付着手段を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に航空機または宇宙船の胴体構成要素用の、二方向または多方向繊維半製品から湾曲
繊維プリフォームを生成するためのデバイス（１）であって、
　共有面に配置されることで格子（４）を形成するように互いに十字に結合可能となるよ
うに形成された複数の第１の薄板（２）および複数の第２の薄板（３）であって、少なく
とも部分的に、前記格子（４）の前記薄板（２、３）の局所配向が変化するように、前記
共有面と交差する軸（５）まわりに弾性的に曲げ可能に形成される、複数の第１の薄板（
２）および複数の第２の薄板（３）と、
　前記繊維半製品（９）を前記格子に一時的に付着させるために形成され、前記薄板（２
、３）が曲がると、それに応じて前記繊維半製品の局所繊維配向も変化するように構成さ
れる付着手段（６；６Ａ；６Ｂ）と、を有する、デバイス。
【請求項２】
　互いに結合するために、前記第１および第２の薄板（２、３）は、互いに差し込むこと
ができ、特に、前記第１および／または第２の薄板（２、３）の厚さに対応する深さを形
成するように結合する、対応するプラグ・ソケット（７）を有する、請求項１に記載のデ
バイス。
【請求項３】
　特に不規則な中立薄板（８）が、前記格子（４）に導入され、
　前記中立薄板（８）は、生成される前記湾曲繊維プリフォームの理論的なまたは実際の
中立繊維の領域に配置され、
　前記中立薄板（８）は、前記中立薄板（８）の第１の側に配置された前記格子（４）の
セルが曲げの間伸張され、前記中立薄板（８）の第２の側に配置された前記格子のセルが
曲げの間圧縮されるように形成される、請求項１または２のいずれかに記載のデバイス。
【請求項４】
　前記繊維半製品（９）の支持面として設けられた変形可能なメンブレン（１１）、特に
、前記薄板の前記曲げを補償するための弾性的に付勢されたメンブレンが、前記格子（４
）上に設けられる、請求項１から３のいずれかに記載のデバイス。
【請求項５】
　前記付着手段（６Ａ）が、前記格子（４）に流体的に接触する減圧箱（１６）を有し、
該減圧箱（１６）は、例えば、前記繊維半製品を支持するために設けられた前記格子（４
）の各セルに、特に、前記減圧箱（１６）に設けられて減圧源が接続された減圧接続部（
１２）によって、減圧が印加されるように形成されている、請求項１から４のいずれかに
記載のデバイス。
【請求項６】
　前記減圧箱（１６）が、前記繊維を支持するために設けられた前記格子（４）のセルの
領域において穿孔され、
　穿孔（１４）および／または前記格子（４）を密封するための密封手段（１３）が、減
圧が前記繊維半製品（９）に実質的に存在するように繊維半製品支持体のない領域および
／または前記繊維半製品支持体の縁部領域に設けられる、請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記穿孔（１４）は、前記繊維半製品を支持するために設けられた前記格子（４）の前
記セルが、前記薄板（２；３）が張力除去されたときに配置される第１の領域と、
　前記繊維半製品を支持するために設けられた前記格子（４）の前記セルが、前記薄板（
２；３）が曲げられたときに配置される第２の領域と、に設けられる、請求項６に記載の
デバイス。
【請求項８】
　前記密封手段（１３）が、前記格子の各状態において、前記繊維半製品を支持するため
に設けられた前記格子（４）の前記セルの近傍に配置された前記穿孔（１４）を密封し、
　前記密封手段（１３）が、特に、前記穿孔（１４）および／または前記格子（４）の空
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気不透過性の局所的なカバーおよび／または選択的作動可能バルブを有する、請求項６ま
たは７のいずれかに記載のデバイス。
【請求項９】
　前記付着手段（６）が、前記繊維半製品（９）にとって重要でない前記格子上、好まし
くは、前記繊維半製品（９）の縁部に設けられた適用領域内に、特に、粘着性を有する、
ざらざらした、ぎざぎざした、および／または針状の部分の形態の前記格子（４）自体の
接合手段を有する、請求項１から８の各々に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記付着手段（６Ｂ）が、前記格子（４）とは反対側で前記繊維半製品（９）に接触す
る接触面（１５）を有し、
　該接触面（１５）と前記繊維半製品（９）との間の摩擦係数が、前記格子（４）と前記
半製品（９）との間の摩擦係数よりも小さくなるように構成される、請求項１から３のい
ずれかに記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記格子（４）および／または前記付着手段（６；６Ａ；６Ｂ）は、前記薄板（２；３
）が曲げられるとき、前記以前に湾曲された繊維プリフォームを移送するためのエンドエ
フェクタの一部として形成される、請求項１から１０のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１２】
　二方向または多方向繊維半製品（９）を、互いに十字に結合されて、共有面に配置され
た複数の第１の薄板（２）および複数の第２の薄板（３）からなる格子（４）に適用し、
前記繊維半製品（９）を前記格子（４）に一時的に付着させるステップと、
　前記共有面と交差する軸（５）まわりに少なくとも部分的に前記薄板（２；３）を弾性
的に曲げ、前記薄板（２；３）が曲がるときに前記格子（４）の前記薄板（２；３）の局
所配向が変化し、それに応じて前記繊維半製品（９）の局所繊維配向も変化するステップ
と、を有する、特に、請求項１から１１のいずれかに記載のデバイス（１）を用いて湾曲
繊維プリフォームを生成するための方法。
【請求項１３】
　前記繊維半製品（９）は、前記格子上において、前記繊維半製品の二方向または多方向
繊維が前記薄板（２；３）と平行に少なくとも部分的に延びるように配向され、および／
または前記繊維半製品（９）の理論的なまたは実際の中立繊維が、前記格子（４）の特に
不規則な中立薄板（８）に配置されて配向され、弾性曲げの間、前記中立薄板（８）の第
１の側に配置された繊維が、そこで作用する前記格子（４）の前記セルの伸張に応じて変
形され、前記中立薄板（８）の第２の側に配置された繊維が、そこで作用する前記格子（
４）の前記セルの圧縮に応じて変形する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記一時的付着が、前記繊維半製品（９）に作用する機械的圧力または前記繊維半製品
（９）に作用する流体減圧によって行われる、請求項１２または１３のいずれかに記載の
方法。
【請求項１５】
　前記湾曲繊維プリフォームを移送するステップは、前記薄板（２；３）が曲げられると
きに前記格子（４）によって、および／または付着に使用される付着手段（６；６Ａ；６
Ｂ）によって行われる、請求項１２から１４のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二方向または多方向繊維半製品から湾曲繊維プリフォームを生成するための
デバイス、および二方向または多方向繊維半製品から湾曲繊維プリフォームを生成するた
めの対応する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　本発明が、航空機または宇宙船のフォーマ構造（ｆｏｒｍｅｒ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）
用の、一般にプリフォームとも呼ばれる繊維プリフォームについてより詳細に以下で説明
されるが、本発明は、それに限定されず、むしろ特に航空機や宇宙船の胴体構成要素用の
様々な湾曲繊維プリフォームに転用可能である。
【０００３】
　フォーマ構造を生成するために、二方向または多方向繊維半製品の繊維素材ブランクが
、所望のフォーマ型上にドレープされる。ドレープ成形は、現在、通常、手で実行されて
いる。この状況における必要なステップは、湾曲繊維プリフォームを得るためにフォーマ
の特定の曲率を生成することである。この目的のために、繊維半製品の剪断および／また
は変形が一般に必要とされる。さらに、生成される個々の構成要素の正確な形状への適応
も、特に、その後に実行される。
【０００４】
　特許文献１は、繊維複合材料から湾曲構成要素を生成するためのデバイスを記載してい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＤＥ　１０　２０１１　１１９　２２０　Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この背景に対して、本発明の目的は、簡略化された、特に自動化可能な製造を可能にす
る、二方向または多方向繊維半製品から湾曲繊維プリフォームを製造するために改善され
たデバイスを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、この目的は、請求項１の特徴を有する、特に航空機または宇宙船の胴
体構成要素用の、二方向または多方向繊維半製品から湾曲繊維プリフォームを生成するた
めのデバイス、および／または請求項１２の特徴を有する、特に本発明によるデバイスを
用いて湾曲繊維プリフォームを生成するための方法によって達成される。
【０００８】
　その結果、特に航空機または宇宙船の胴体構成要素用の、二方向または多方向繊維半製
品から湾曲繊維プリフォームを生成するためのデバイスが提供され、デバイスには、共有
面に配置されることで格子（４）を形成するように互いに十字に結合可能となるように、
特に互いに十字に差込み可能となるように形成された複数の第１の薄板および複数の第２
の薄板であって、少なくとも部分的に、格子の薄板の局所配向が特に連続的に変化するよ
うに共有面と交差する軸まわりに弾性的に曲げ可能に形成される、複数の第１の薄板およ
び複数の第２の薄板と、繊維半製品を格子に一時的に付着させるために形成され、薄板が
曲がると、それに応じて繊維半製品の局所繊維配向も変化するように構成される付着手段
とが含まれる。
【０００９】
　さらに、特に本発明によるデバイスを用いて湾曲繊維プリフォームを生成するための方
法が提供される。この方法は二方向または多方向繊維半製品を、互いに十字に結合され、
特に互いに十字に差し込まれて、共有面に配置された複数の第１の薄板および複数の第２
の薄板からなる格子に適用し、繊維半製品を格子に一時的に付着させるステップと、共有
面と交差する軸まわりに少なくとも部分的に薄板を弾性的に曲げ、薄板が曲がるときに格
子の薄板の局所配向が特に連続的に変化し、それに応じて繊維半製品の局所繊維配向も変
化するステップと、を有する。
【００１０】
　本発明の背後にある考えは、繊維半製品の所望の変形に対応するように、繊維半製品の
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ためのキャリア構造として働く格子の変形を提供することである。この目的のために、格
子の薄板は、繊維半製品を含む繊維の配向に従ってできるだけ正確に形成され配向され、
これにより一緒に変形される薄板および繊維の共有配向が与えられる。したがって、薄板
および繊維は、曲げの間同じように変形する。有利には、このようにして、湾曲繊維プリ
フォームの湾曲繊維配向は、繊維プリフォームの品質、ひいては、生成される胴体構成要
素の品質が特に機械的性質の点で改善されるように、極めて正確に調節可能または制御可
能である。
【００１１】
　有利には、特に、従来のデバイスで使用されているシリコーン・コアの変形がさらに回
避され、前記コアの変形は、幾何学的に繊維半製品の剪断変形に対応しない。
【００１２】
　さらに、本発明による成形原理により、プロセスの大幅に単純化された自動化と、成形
の再現性の大幅な改善をもたらす。このようにして、人件費の削減および生成プロセスの
迅速化を達成することができる。
【００１３】
　本発明によるデバイスまたは方法によって、特に、Ｃ形またはＺ形用の湾曲繊維プリフ
ォームを生成することができる。このようにして、フォーマの一部分、例えば９０°まで
湾曲されたフォーマの一部分を、対応して９０°まで湾曲された繊維プリフォームを使用
して自動化された方法でより大きい再現性で生成することができる。その後、フォーマの
一部分は、さらに、所望のプロファイル、例えば、Ｃ形またはＺ形に成形することもでき
る。
【００１４】
　共有面上にある薄板は、結合されたとき、特に互いに差し込まれたとき、共有の格子面
を備えることを意味すると理解されるべきである。これは、例えば複数の湾曲構成要素を
製造するためのアーチ形の共有格子表面も考えられるように、単に共有された局所面とす
ることもできる。したがって、格子の表面はまた、３次元的に湾曲した表面を模倣するこ
ともできる。例えば、この目的のために、薄板は、格子の異なる領域において異なる高さ
で形成されてもよく、したがって、所望の構成要素形状に適合させて構成されてもよい。
【００１５】
　さらに、特にロッドの形状の薄い薄板は、少なくとも部分的には、１つの方向だけでな
く複数の方向に曲がることができるように考えられる。このようにして、３次元曲げも可
能である。その結果、格子は、３次元形状に成形され、および／または薄板の曲げの結果
としてそれ自体３次元的に変形することができる。
【００１６】
　共有面と交差する軸のまわりの少なくとも部分的な曲げは、曲げ軸が、格子に対して垂
直に、または格子の一部分もしくは格子全体に対してある角度で配向されることを意味す
ると理解されるべきである。軸と共有面との間の交点は、必ずしも格子内にある必要がな
く、実際には格子内にはなく、格子の面における格子の仮想連続内にあることになる。
【００１７】
　連続的に湾曲可能な薄板だけでなく、例えば、ロータリジョイントを使用して接続され
る複数の短い薄板状のピースから構成された薄板を含む格子もまた考えられる。したがっ
て、全体として薄板が曲るにもかかわらず、個々の薄板ピースはまっすぐであり、変形は
ロータリジョイントで実施されることになる。
【００１８】
　繊維半製品の格子への付着は、繊維半製品と格子との間に静止摩擦があることを意味す
ると理解されるべきである。これは、必ずしもそうである必要がないが、格子と繊維半製
品との間で直接作用してもよく、代わりに、またオプションとして、中間層、例えば中間
に配置されたメンブレンを介して伝達されてもよい。
【００１９】
　特に、本発明の追加の利点は、これまでは通常手作業で実行された湾曲繊維プリフォー
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ムの成形ステップの自動化の特に簡単な実現性である。
【００２０】
　付着手段は、薄板の曲げの間に所望の変形にとって十分な、格子の表面への半製品の付
着をもたらす個々のデバイスまたは手段またはそれらの組合せであることを意味すると理
解されるべきである。これは、様々な方法で構成することができる。簡単な実施形態では
、付着手段は、格子自体の接合手段として、または格子に塗布される可溶性付着促進剤と
して形成することができる。例えば、この目的のために、粘着性を有する、ざらざらした
、ぎざぎざした、および／または針状の部分が、繊維半製品にとって重要でない格子に設
けられた適用領域に、例えば、繊維半製品の縁部に設けられてもよい。さらなる実施形態
では、付着手段は、例えば、繊維半製品を吸引するための減圧、または繊維半製品を押し
つけるための機械的圧力に基づいて、格子の外部に設けられた手段または方策を含むこと
ができる。
【００２１】
　好ましくは、繊維半製品は、繊維が少なくとも部分的に薄板と平行に延びるように格子
に適用されるか、または格子上に配向される。例えば、繊維粗糸の±４５°繊維は、格子
の±４５°薄板に沿って配向される。
【００２２】
　湾曲繊維プリフォームを生成するために変形される繊維半製品は、特に、±４５°二軸
粗糸（ｂｉａｘｉａｌ　ｒｏｖｉｎｇ）または、±４５°、９０°三軸粗糸（ｔｒｉａｘ
ｉａｌ　ｒｏｖｉｎｇ）として形成される。この場合、格子の薄板は、好ましくは、同様
に、±４５°の角度で延びている。特に、繊維半製品は０°の繊維を含まず、粗糸の伸張
または圧縮が防止される。
【００２３】
　薄板の曲げの間に、薄板は、湾曲状態の繊維の所望の進展に対応するように変形する。
したがって、繊維半製品または繊維粗糸の繊維は、繊維方向が変形に対応するように、理
想的には局所的に再配向されるように、格子のセルの変形の間に所望の方法で変形する。
【００２４】
　特に、矩形、例えば曲げ前の格子の正方形セルを形成する±４５°の薄板を有する格子
の、半径方向外側、すなわち、中立繊維の外側に配置されたセルは、伸張して、細長い菱
形を形成するように周方向に延びている。したがって、例えば、二軸粗糸のように半径方
向外側に配置された±４５°の繊維は、細長い菱形のように交差するように剪断されるか
または再配向される。逆に、格子の半径方向内側のセルは、周方向に押しつぶされた菱形
を形成するように圧縮され、同様にして、対応する繊維の再配向または剪断をもたらす。
このようにして、特に、±４５°の繊維またはその繊維方向の半径方向の扇型形の広がり
が達成される。
【００２５】
　±４５°、９０°の三軸粗糸の場合、この状況では、９０°の繊維は、例えば、変形に
対応して半径方向に変位される。したがって、９０°の繊維層は、±４５°を基準にして
摺動する。したがって、格子の配向は、±４５°層の配向に対応し、９０°層の配向は、
格子によって模倣されない。
【００２６】
　さらなる実施形態では、０°、９０°の二軸粗糸を提供することも考えられる。この場
合、薄板は、好ましくは、同様に、０°および９０°の角度で延びている。したがって、
９０°の薄板および繊維は、もっぱら、薄板の曲げの間に半径方向に扇形に広がり、０°
の繊維は単に半径方向に変位するだけである。
【００２７】
　したがって、格子における薄板の好適な配向は、特に、成形される繊維半製品の繊維配
向に依存し、好ましくは、この目的のためには一方向である。
【００２８】
　当然のことながら、どの場合にも、格子バーと平行に配向されていない繊維層が、繊維
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方向のどれもが直接変形を妨げないように変形／剪断（例えば、多軸粗糸において比較的
に緩い糸張力を有するアクティブパターンによる）の間に他の層に対して滑るように繊維
素材に適用される限り、繊維方向およびさらなる繊維方向を有する多次元粗糸も考えられ
る。対照的に、例えば、±４５°格子内の０°繊維方向は、滑らないように残りの±４５
°層上に編まれた場合、変形を妨げることになる。
【００２９】
　変形または湾曲の後、繊維プリフォームは、所望の構成要素を形成するために、例えば
、繊維プリフォームの縁部領域を切断することによって、および／または後続の構成要素
形状を形成するためのさらなる変形、例えば、フォーマ部分を生成するためにＣ形のフラ
ンジを折りたたむこと、および／またはさらに既に堆積された構成要素層への接続、およ
び／またはバインダの硬化処理によって、さらに処理することができる。
【００３０】
　有利な実施形態および展開形態は、さらなる従属請求項からおよび図面を参照した説明
から導出することができる。
【００３１】
　展開形態において、互いに結合するために、第１および第２の薄板は、互いに差し込む
ことができる対応するプラグ・ソケットを有することができる。特に、プラグ・ソケット
は、第１および／または第２の薄板の厚さに対応する深さを形成するように結合する。特
に、プラグ・ソケットは、スリットとして形成される。例えば、スリットは、どの場合に
も、長手方向の面から薄板のほぼ中央まで延びる。好ましくは、スリットの基部には、屈
曲げの間に生じる溝付けの影響を防ぐために、張力除去の孔が、設けられてもよい。
【００３２】
　有利な実施形態では、中立薄板が、格子に導入され、生成される湾曲繊維プリフォーム
の理論的なまたは実際の中立繊維の領域に配置される。特に、これは、不規則な薄板、す
なわち、格子の薄板の規則的な配列を遮断するように配置される。好ましくは、この中立
薄板は、薄板が曲げられたとき０°の方向に、言い換えれば周方向に延びる。中立薄板は
、中立薄板の第１の側に配置された格子のセルが、曲げの間に、特に基準方向に対して伸
張されるように形成され、中立薄板の第２の側に配置された格子のセルが、曲げの間に、
特に同一の基準方向に対して圧縮されるように形成される。特に、中立薄板上に直接配置
されたセルは、曲げに応じてわずかしか変形されない。有利には、このようにして、成形
を既定の方法で行うことができる。
【００３３】
　伸張および圧縮は、好ましくは、それぞれ、周方向において理解されるべきである。そ
の結果、個々のセルの辺長は一定のままである。したがって、差込み接続部は薄板に対し
て固定して形成されるので、伸張したセルは、周方向では伸張され、半径方向では圧縮さ
れ、圧縮されたセルは、周方向では圧縮され、半径方向では伸張される。セルが剪断する
と、セルは、常に、一方向では伸張され、それに対して垂直な別の方向では短縮される。
したがって、周方向は、この場合、基準方向を形成する。
【００３４】
　したがって、成形されていない繊維素材半製品自体の繊維は、圧縮されるかまたは伸張
されるのではなく、単に再度配向されるか、または曲げられ、互いに対して剪断されてい
るので、薄板に対して差込み接続部を固定して位置付けるのは有利である。
【００３５】
　例えば、格子に収容されるために、同様に、中立薄板にプラグ・ソケットを備えること
ができる。したがって、中立薄板が挿入される領域には、格子の薄板が、中立薄板を受け
入れるための追加のプラグ・ソケットが同様に形成される。
【００３６】
　１つの実施形態では、繊維半製品の支持面として設けられる変形可能なメンブレンが、
格子上に設けられる。このようにして、薄板内のセルまたは間隙の空洞に繊維半製品が膨
張することが、効果的に防止される。繊維と同様に変形可能な格子織物、例えば、ワイヤ
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格子としてメンブレンを設けることも考えられる。しかしながら、特に、メンブレンは、
さらに、薄板の曲げを補償するために弾性的に付勢されたメンブレンとして形成されても
よい。例えば、メンブレンは、この目的のためにエラストマを有することができる。さら
なる実施形態では、これは、例えば、弾性のある有孔またはスリット付き（ゴムまたはエ
ラストマ）メンブレンとすることができる。特に、それは、好ましくは、所望の曲げ方向
と反対に付勢させることができる。特に、メンブレンは、曲げプロセスが実行された後、
実質的に張力除去されているかまたは依然としてわずかに付勢されているように、曲げプ
ロセスの間周方向の圧縮を経験する中立繊維の側に付勢される。このようにして、薄板が
曲げられるときに生じるメンブレンの変形が補償され、ひだまたは折り目が生じず、格子
のセルの空洞への膨張も防止される。
【００３７】
　有利な実施形態では、付着手段は、格子に流体的に接触する減圧箱を有する。減圧箱は
、例えば、繊維半製品を支持するために設けられた格子の各セルに減圧を印加できるよう
に形成される。特に、この目的のために、減圧源が接続される減圧接続部が減圧箱に設け
られる。有利には、このようにして、繊維半製品が格子上に吸引され、それにより、変形
にとって望ましい格子への付着が行われる。
【００３８】
　展開形態において、減圧箱は、繊維を支持するために設けられる格子のセルの領域にお
いて穿孔される。繊維半製品支持体のない領域において、言い換えると、繊維半製品が現
在支持されていない領域、および／または繊維半製品の縁部領域において、穿孔および／
または格子を特に局所的に密封するための密封手段がさらに設けられている。例えば、こ
のようにして、繊維半製品の縁部において、繊維半製品によって単に半分が被覆された格
子のセルも密封することができる。このようにして、減圧が繊維半製品に実質的に存在す
ることが規定される。有利には、このようにして、減圧が格子の必要な点にのみ伝えられ
る。これは、繊維半製品自体が、基本的には密封手段によってではなく、むしろ減圧によ
って格子に付着されることを意味するが、当然ながら、さらに、覆われた縁部に、密封手
段によってわずかに付着することもありえる。
【００３９】
　１つの実施形態では、格子全体が減圧で満たされてもよい。この目的のために、格子の
個々のセルが、薄板の対応する孔を介して流体的に接続されて形成されてもよい。
【００４０】
　さらなる実施形態では、格子の現在必要とされるセルに減圧を単に印加することも考え
られる。例えば、この目的のために、セルは、それぞれ、作動可能および非作動可能な減
圧供給開口を有することができる。
【００４１】
　格子および／または減圧箱はまた、好ましくは、不付着性に被覆されることで、格子を
抵抗なしに減圧箱上で曲げることができる。
【００４２】
　さらに、広範囲の密封手段が考えられる。例えば、密封手段は、穿孔の孔を局所的に密
封する１つまたは複数のカバーフィルムまたはカバープレートとすることができる。しか
しながら、制御可能な平面スライドやバルブ、例えば電磁バルブが、さらに、減圧供給の
ために穿孔の開口の個々のものまたはグループを開閉することができる密封手段として考
えられる。
【００４３】
　有利な実施形態では、薄板が張力除去されているかまたは曲げられていないときに繊維
半製品を支持するために設けられた格子のセルが配置される第１の領域と、薄板が曲げら
れるときに繊維半製品を支持するために設けられた格子のセルが配置される第２の領域に
、減圧箱の穿孔が設けられる。これは、このようにして、圧力の理想的な印加が、格子の
両方の状態およびいずれの中間状態においても可能になるという利点を有する。
【００４４】
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　展開形態において、密封手段は、格子の各状態で繊維半製品を支持するために設けられ
た格子のセルの近傍に配置された穿孔を密封する。有利には、穿孔は、格子の状態に応じ
て、どの場合にも減圧を印加するのに必要とされない領域に選択的に密封される。このよ
うにして、どの場合にも必要とされる穿孔の開口への減圧の分配が行われる。
【００４５】
　１つの実施形態では、密封手段は、穿孔および／または格子の空気不透過性の局所的カ
バーを有する。有利には、このタイプのカバーにより、特に実施が簡単であり、また柔軟
に使用可能であり、変位可能である密封手段が提供される。その結果、特に、格子の様々
な状態への順応も簡単な方法で実施することができる。例えば、フィルムは、穿孔の領域
および該当する場合には必要とされない格子の領域わたって塗布することができ、薄板が
曲げられると変形に従って伸びることができる。特に、カバーは可撓性フィルムとするこ
とができる。このタイプの可撓性フィルムの利点は、カバーが、例えば、繊維半製品の様
々な輪郭線を密封することができるので、デバイスが、さらに、異なる構成要素サイズま
たは形状に容易に調節可能であることである。さらなる可能性として、フィルムは、必要
な動きがオーバラップジョイントで生じるように複数のオーバラップするピースから構成
することができる。
【００４６】
　代替としてまたは加えて、密封手段は、穿孔および／または格子の選択的に作動可能な
バルブを有することができる。例えば、作動可能なバルブは、穿孔の開口に導入される例
えば電磁バルブを開閉するために電子的に作動可能なバルブとすることができる。
【００４７】
　１つの実施形態では、付着手段は、格子自体の接合手段を有する。例えば、接合手段は
、繊維半製品にとって重要でない格子に設けられた適用領域に、好ましくは、繊維半製品
の縁部に、粘着性の、ざらざらした、ぎざぎざした、および／または針状の部分の形態で
設けられてもよい。それにより、格子から半製品までの力の伝達が改善され、滑りがさら
に防止される。
【００４８】
　さらなる実施形態では、付着手段は、格子とは反対側で繊維半製品に接触する接触面を
有する。接触面と繊維半製品との間の摩擦係数は、格子と繊維半製品との間の摩擦係数よ
りも小さくなるように構成される。当然、これは、格子と、中間に接続される任意のメン
ブレンと、繊維半製品との間の摩擦係数にも当てはまる。このようにして、付着手段の特
に簡単な構造および制御が可能になることは有利である。例えば、接触面は、スタンプと
して形成することができる。スタンプは、両方の状態で格子のサイズを覆い、例えば、固
体プレートの形態としてもよく、例えば、抗付着性効果があるポリテトラフルオロエチレ
ンまたは別の被覆剤を含む抗付着性被覆を表面に有することとしてもよい。代替として、
低い摩擦係数と高い耐摩耗性を有する非常に平滑な表面、例えば、ガラスまたは研磨済み
高級鋼などを設けることができる。格子の反対側に、特に、好ましくはさらに抗付着性に
被覆された支柱（ｂｒａｃｉｎｇ）、例えば好適な平面ベッドを設けてもよい。
【００４９】
　変形された状態で、バインダを活性化するために加熱可能なスタンプの構成を有する一
実施形態も考えられる。加熱は、移送ステップの前、または移送ステップの後で固定が解
放される前に行われてもよい。この状況では、局所的に限定された加熱を行うことができ
る。
【００５０】
　さらに、接触面がベースプレートとして働き、最初に繊維半製品、続いて格子が接触面
に適用されるような方法で、回転した配置とすることも可能である。
【００５１】
　有利な実施形態では、格子および／または付着手段は、薄板の曲げられた状態で、以前
に湾曲された繊維プリフォームを移送するためのエンドエフェクタの一部として形成され
る。このようにして、エンドエフェクタへの追加のハンドオーバが必要とされないので、
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特定の相乗作用が生成される。さらに、このようにして、構成要素は、その使用場所に、
または所定の成形または湾曲構成のさらなる成形デバイスに移送することができる。
【００５２】
　例えば、１つの実施形態では、この目的のために、曲げられた格子が、変形された繊維
半製品と一緒に持ち上げられるように、デバイス全体を、成形後に回転させることができ
る。
【００５３】
　さらなる実施形態では、格子は、成形のために上方に配置されており、言い換えれば、
変形のために上から繊維半製品に適用されている。この場合、例えば、繊維半製品の下側
を強化するために、低い摩擦係数を有する好適なアンダーレイが設けられる。減圧に基づ
く接合デバイスの場合には、このアンダーレイは空気透過性で形成することができる。
【００５４】
　湾曲繊維プリフォームを生成するための方法の一実施形態では、繊維半製品は、格子上
において、繊維半製品の二方向または多方向繊維が、少なくとも部分的に薄板と平行に延
びるように配向される。
【００５５】
　さらに、この方法の一実施形態では、代替的に、または追加的に、繊維半製品の理論的
なまたは実際の中立繊維が、格子の特に不規則な中立薄板に配置され配向される。それに
より、弾性曲げの間、中立薄板の第１の側に配置された繊維は、特に基準方向に対して、
そこで作用する格子のセルの伸張に応じて変形される。さらに、中立薄板の第２の側に配
置された繊維は、特に同一の基準方向に対して、そこで作用する格子のセルの圧縮に応じ
て変形する。
【００５６】
　さらに、この方法の一実施形態では、一時的な付着が、繊維半製品に作用する機械的圧
力、または繊維半製品に作用する流体減圧によって行われる。
【００５７】
　最後に、本発明による方法の一実施形態では、薄板が曲げられるとき、および／または
付着のために使用される付着手段によって、格子によって湾曲した繊維プリフォームを移
送するステップが行われる。
【００５８】
　代替的に、または追加的に、１つの実施形態では、湾曲繊維プリフォームを移送するス
テップの前に、別のエンドエフェクタへのハンドオーバを実行することもでき、その間の
繊維プリフォームの張力除去および逆変形が防止される。
【００５９】
　有利な実施形態では、さらなる成形のステップまたは複数のさらなる成形のステップが
、湾曲繊維プリフォームを移送するステップに続く。例えば、所望のプロファイル断面、
特に、Ｃ形またはＺ形を生成するために、成形がさらなる面に行われてもよい。
【００６０】
　上述の実施形態および展開形態は、無理でない範囲で、任意の所望の方法で互いに組み
合わせることができる。特に、本発明による特徴、デバイス、およびデバイスのプロセス
はすべて本発明による方法に移すことができ、逆もまた同様である。本発明のさらなる可
能な構成、展開、および実施は、実施形態に関して上記で説明されたまたは以下で説明さ
れる本発明の特徴の明確に述べられていない組合せをさらに含む。特に、当業者は、さら
に、個々の態様を本発明の各基本的形態に改善または補足として付け加えるであろう。
【００６１】
　以下、本発明が、概略図に記載された実施形態を介してさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】湾曲繊維プリフォームを生成するためのデバイスの一部分の平面図である。
【図２】図１によるデバイスの斜視図である。
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【図３】図２のデバイスのさらなる斜視図である。
【図４】さらなる実施形態による湾曲繊維プリフォームを生成するためのデバイスの一部
分の斜視図である。
【図５】図４のデバイスの概略断面図である。
【図６】張力除去されたときの図４および図５のデバイスの斜視図である。
【図７】曲げられたときの図６のデバイスを示す図である。
【図８】図４から図７のデバイスの格子に繊維プリフォームを適用するステップの図であ
る。
【図９】格子に適用された図８の繊維半製品の縁部の詳細である。
【図１０】縁部が追加の密封手段で覆われている図８および図９の繊維半製品を示す図で
ある。
【図１１】さらなる実施形態による湾曲繊維プリフォームを生成するためのデバイスの概
略断面図である。
【図１２】デバイスの格子に適用されるメンブレンの詳細の図である。
【図１３】別のさらなる実施形態による湾曲繊維プリフォームを生成するためのデバイス
の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００６３】
　添付の図面は、本発明の実施形態の改善された理解を伝えるように意図される。添付の
図面は、実施形態を示し、本発明の原理および概念について説明するのに記述とともに役
立つ。他の実施形態および論述した利点の多くは、図面から導き出すことができる。図面
の要素は、必ずしも互いに正しい縮尺で示されていない。
【００６４】
　図面において、特に明記しない限り、同様の、機能的に同等な、および全く同様に作用
する要素、特徴、および構成要素は、同様の参照番号が付けられている。
【００６５】
　図１は、曲げたときに湾曲繊維プリフォームを生成するためのデバイス１の一部分の平
面図である。
【００６６】
　これは、航空機または宇宙船の胴体構成要素、例えばフォーマ部分のために、二方向ま
たは多方向繊維半製品（ここには図示せず）から湾曲繊維プリフォームを生成するための
デバイス１である。
【００６７】
　デバイス１は、複数の第１の薄板２と複数の第２の薄板３とを有する。複数の第１の薄
板２と複数の第２の薄板３とは、それらが共有面に配置されることで、一緒に格子４を形
成するように、互いに十字に差込み可能に構成される。さらに、軸５が概略的に示されて
いる。軸５は格子４の共有面と交差し、軸５まわりで薄板２、３が弾性的に曲げられる。
このようにして、張力除去されたときに正方形となる格子４のセルが、認識できるほどに
伸張されたまたは圧縮された菱形に変化するように、薄板２、３の局所配向が連続的に変
形する。
【００６８】
　繊維半製品９（ここには図示せず）は、ここで例として薄板の付着剤被覆として形成さ
れた付着手段６によって、格子４に一時的に付着することができる。付着手段６は、薄板
２、３が曲がると、それに応じて繊維半製品の局所繊維配向も変化するように構成される
。したがって、対応する摩擦係数が、格子と付着手段６との間に提供される。
【００６９】
　単に、例として、ここで示す付着剤被覆は、繊維材料に許容される付着剤ストリップで
あることとしてもよい。好ましくは、付着剤ストリップは熱耐性となるように形成される
。
【００７０】
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　しかしながら、さらなる実施形態では、付着手段６は、繊維半製品を付着させるための
追加の要素および／または方策を有することができ、以下の実施形態を参照してより詳細
に論じられる。この場合、繊維材料に許容される付着剤ストリップは、摩擦を少なくする
ために抗付着性被覆として、および／または信頼性の高い接触を提供するためにさらに接
触面として設けられてもよい。
【００７１】
　このタイプのデバイス１を使用した繊維半製品９の変形または成形が、互いに差し込ま
れた剪断可能なバーの形態で、互いに差し込まれた薄板２、３を使用して形成される格子
４を有するキャリアによって実行される。バーは、好ましくは、成形される繊維半製品９
の層のうちの少なくともいくつかの繊維配向と同じ配向（例えば、±４５°）を有する。
したがって、繊維半製品は、薄板の配向に対応する繊維配向の変形前に適用される。
【００７２】
　格子が、それに付着している繊維半製品とともに曲げ加工により剪断されると、繊維半
製品も一緒に剪断される。ストッパによって、格子４の最大変形／剪断、ひいては、所望
の湾曲形状、例えばフォーマ形状の必要な曲率も確立することができる。
【００７３】
　図２は、図１によるデバイスの斜視図である。
【００７４】
　この図面は、明確にここで視認できる格子４の湾曲状態を同様に示している。
【００７５】
　さらに、図２は、第１および／または第２の薄板２、３の厚さに対応する深さを形成す
るために結合する第１および第２の薄板２、３のプラグ・ソケット７を示している。これ
らは、薄板の長手方向に対して横方向に延び、どの場合にも長手方向の面から薄板２、３
のほぼ中央まで延びるスリットである。この状況において、第１および第２の薄板のプラ
グ・ソケットは、それぞれ、互いに差し込むことができるように反対向きに形成される。
スリットの基部には、どの場合にも張力除去の孔が設けられる。
【００７６】
　図３は、図１および図２によるデバイスのさらなる斜視図である。
【００７７】
　デバイスは、複数の第１および第２の薄板２、３を有することが分かる。これらは、±
４５°の方向に配向している。例えば、薄板は各々可撓性バーとすることができる。材料
として、高級鋼、ばね鋼、ガラス繊維強化プラスチック材料、炭素繊維強化プラスチック
材料、熱可塑性プラスチックなどのような広範囲の曲げ可能な材料が適している。一例と
して図示された実施形態では、非常に可撓性である１００枚を超える薄板が互いに差し込
まれている。結果として生じる格子は、両側で平面である。
【００７８】
　格子４において、個別のバーの形態の中立薄板８が、第３の方向に導入され、０°の配
向を有する。中立薄板８は、プラグ・ソケットを用いて形成され、格子４の薄板２、３は
、同様に、中立薄板８を受け取るための追加のプラグ・ソケットが形成されている。
【００７９】
　中立薄板８は、変形に関しての中立繊維、すなわち、剪断変形が起こらないラインを画
定する。好ましくは、格子４および繊維半製品９の変形に等しく適用される。したがって
、中立薄板８の第１の側に配置された格子４のセルは、薄板２、３が曲がるときに伸張さ
れ、中立薄板８の第２の側に配置された格子のセルは圧縮される。
【００８０】
　繊維半製品９は、孔またはダクトによって減圧が前記格子に与えられると、格子４に吸
引される。この目的のために、この実施形態では、薄板２、３によって形成されたセルは
、セル間の空気循環または圧力補正を可能にするように、プラグ・ソケット間に配置され
た追加の孔を介して流体的に接続される。
【００８１】
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　図４は、さらなる実施形態による湾曲繊維プリフォームを生成するためのデバイスの一
部分の斜視図である。図５は、図４のデバイスの概略断面図である。
【００８２】
　この実施形態では、デバイス１は、同様に、図１から図３を参照して説明したような格
子４を有する。
【００８３】
　しかしながら、この実施形態の付着手段６Ａは、追加として、中空箱を有する。中空箱
は、格子の下に配置され、減圧箱１６として形成される。繊維半製品支持体のない領域を
密封するための密封手段１３がさらに設けられる。
【００８４】
　格子４に減圧を印加するために、例えば図４に示すような真空掃除機チューブに接続す
るための減圧源への接続部１２が、減圧箱１６の側面に設けられている。
【００８５】
　減圧箱１６の上面に、図５に示すような穿孔１４が、孔の配列の形態で設けられており
、孔を通して、減圧箱１６に与えられる減圧を格子４に印加することができる。半製品９
によって覆われていないセル、および格子４に接触していない穿孔１４の孔を介して、カ
バーとして形成された密封手段１３が適用される。半製品によって覆われていない格子４
の横方向セルを密封するために、さらなる追加の密封手段１３が、繊維半製品９の縁部に
さらに設けられ、好適な固定手段１０を使用して格子４に固定される。
【００８６】
　このようにして、格子４に配置された繊維半製品９は、図５の垂直の太い矢印で表され
ているように、静止摩擦が繊維半製品９と薄板２、３の横方向側面との間に生じ、繊維半
製品９が格子４に付着するように、格子４上に吸引される。
【００８７】
　図６は、張力除去されたときの図４および図５のデバイス１の斜視図であり、図７は、
曲げられたときのデバイス１の斜視図である。
【００８８】
　曲げの間の格子の変形の結果として、格子４によって覆われる面もまた、減圧箱１６上
で変位する。したがって、図６のように張力除去されたときまたは変形の開始時に格子４
の下方にのみ配置され、曲げられたときまたは変形の終了時に格子４の近傍に配置された
減圧箱１６の穿孔１４の孔が存在する。逆に、変形の開始時に格子４の外側に配置され、
変形の終了時に格子４の下に配置される穿孔の孔も存在する。
【００８９】
　どの場合にも、格子４の近傍に配置された孔を密封するために、穿孔１４は、さらに、
格子の近傍に配置された領域のカバーによって覆われる。さもなければ、格子４の外側に
配置された孔は、誤った空気（ｆａｌｓｅ　ａｉｒ）を吸い上げ、格子４に配置された繊
維半製品９に利用可能な吸引力を低減させる。したがって、密封手段１３として設けられ
るカバーは、図５において水平の小さい矢印で示されているように、格子４の変形ととも
に変位するように形成される。
【００９０】
　格子４の外側縁部の形状および長さは曲げの間に変化するので、この場合、例えば可撓
性フィルムの形態でカバーが柔軟に形成される。さらに、この場合、カバーは、例えば、
互いに変位可能な複数のサブピースから構成される。
【００９１】
　図８は、図４から図６のデバイスの格子４に繊維プリフォーム９を適用するステップの
図面である。図９は、格子４に適用された図８の繊維半製品の縁部の詳細である。
【００９２】
　繊維半製品の縁部には、部分的に覆われているだけの格子４のセルがあることが理解さ
れる。これらの領域には、図示の実施形態では、図１０に示される追加の密封手段１３が
設けられる。
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【００９３】
　図１０は、縁部が追加の密封手段１３で覆われている図８および図９の繊維半製品９を
示す。
【００９４】
　追加の密封手段１３は、特に、繊維半製品９の直線的な端部と、減圧が与えられる格子
４のぎざぎざのある縁部との間における、図９に示される間隙で、誤った空気が格子４の
縁部で吸い取られるのを防止する役目をする。この追加の密封手段１３もまた、カバーと
して形成されるが、図４のフィルムと異なり、この場合、例として弾性のプラスチック材
料マットとして形成される。追加の密封手段１３は、ここで示されるように、格子４の縁
部に配置されてもよく、あるいは、別の実施形態では、格子４のさらなる部分に配置され
てもよい。したがって、追加の密封手段１３は、可撓性のカバーまたは複数部分のカバー
とすることもできる。
【００９５】
　図１１は、さらなる実施形態による湾曲繊維プリフォームを生成するためのデバイス１
の概略断面図である。
【００９６】
　この実施形態は、格子４と繊維プリフォーム９との間に設けられる追加のメンブレン１
１を介して、図４から図１１に関連して先に説明した実施形態とは異なっている。
【００９７】
　この実施形態では、減圧を介した吸引に基づいており、メンブレン１１は、空気透過性
を有しおよび変形可能に形成されている。それは格子間隙内、すなわち、個々のセルの空
洞内への局所的な膨張を防止するために、繊維半製品を格子の圧縮領域に支える役目をす
る。
【００９８】
　図１２は、デバイス１の格子４に適用されるメンブレン１１の一実施形態の詳細である
。
【００９９】
　この場合、メンブレン１１は、例として金属格子として形成されている。金属格子の細
線は、格子４の薄板２、３と同一の配向を有する。
【０１００】
　追加の金属格子によって、繊維半製品９は、格子間隙において下方から補強される。金
属格子の細線は薄板方向に延びているので、金属格子、したがって薄板状格子４も変形可
能なままである。
【０１０１】
　しかしながら、他の実施形態では、金属格子の代わりに、例えば穿孔付きまたはスリッ
ト付きのゴム・メンブレンを使用することができる。好ましくは、これは、膨張すること
なしに格子４の変形を補償するように、生成される繊維プリフォームの所定の曲率に従っ
て付勢される。ゴム・メンブレンは、ゴム・メンブレンの変形が格子によって規定され、
ひいては、繊維素材の変形に対応する（言い換えれば、ゴムの自然変形ではない）ように
、格子４上に引っ張られなければならない。
【０１０２】
　さらなる実施形態では、このタイプのメンブレン１１の代わりに、格子４がより小さい
セルまたはより小さい間隙を有するように、格子４自体を狭い網目、すなわち、非常に小
さい薄板から作ることも考えられ、それにより、繊維半製品９がより良好に支持される。
【０１０３】
　図１３は、別のさらなる実施形態による湾曲繊維プリフォームを生成するためのデバイ
ス１の概略断面図である。
【０１０４】
　この実施形態の特徴的な付着手段６Ｂは、格子を支える平面ベッドを有し、格子４とは
反対側で繊維半製品９に接触する接触面１５を有する。
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【０１０５】
　接触面１５は、例えば、両方の状態で格子のサイズを覆い、例えば固体プレートの形態
であり、付着防止コーティングを有するスタンプとして形成される。このようにして、接
触面１５と繊維半製品９との間の摩擦係数は、格子４と繊維半製品９との間の摩擦係数よ
りも小さい。図１３の垂直な矢印で表された機械的圧力が接触面１５を介して印加される
と、格子４と繊維半製品９との間の静止摩擦が強められる。したがって、スタンプを用い
て印加される機械的圧力下での変形は、先の実施形態に関連して説明した方法と同じよう
に、減圧の印加を実行することができる。
【０１０６】
　さらに、この場合、繊維半製品９を支持するためのメンブレン１１が、格子４上に、　
任意に設けられてもよい。好ましくは、この場合、（場合により付勢される）ゴム・メン
ブレンが使用されるが、これは穿孔されている必要がない。
【０１０７】
　上述の実施形態のうちの１つによるデバイスを用いて、特に、フォーマ用のＣ形の繊維
プリフォームを、例えばフォーマの９０°部分の生成のために生成することができる。し
たがって、生成された繊維プリフォームは、例えば、縁部領域を切り取ることによって、
任意にさらに成形して後続の構成要素形状を形成することによって、所望の構成要素を形
成するようにさらに処理することができる。例えば、これは、フォーマ部分のＣ形のフラ
ンジを折り返すことを含むことができる。
【０１０８】
　本発明が上述において好ましい実施形態を介して完全に説明されたが、本発明は、それ
に限定されるのでなく、様々な方法で変更することができる。
【０１０９】
　例えば、繊維半製品は、繊維半製品の繊維素材に配置され、変形を固定するバインダを
活性化するために、曲げられた格子４に配置されている間に加熱することができる。この
場合、冷却後、湾曲した繊維プリフォームを、その後、従来のグリッパにより受け入れ、
さらに搬送し、および／またはさらに処理することができる。
【０１１０】
　本発明に関連するデバイスのさらに考えられる実施形態は、エンドエフェクタとしての
デバイスの同時形成である。この目的のために、デバイス１は、例えば、湾曲繊維プリフ
ォームと一緒に変形された後に、付着手段６Ａの吸引サブ構造と一緒に、言い換えれば、
減圧箱１６および密封手段１３と一緒に回転される。その後、繊維プリフォームは、デバ
イスと一体化して形成されたエンドエフェクタによって前方へ搬送され、例えば、さらな
る構成要素プリフォーム上に直接配置される。したがって、この実施形態では、湾曲繊維
プリフォームは、繊維プリフォームの形状が構成要素プリフォームへの固定と同時に固定
されるように、湾曲繊維プリフォームが構成要素プリフォーム上に載せられた後にのみ加
熱することができる。例えば、構成要素プリフォームは、生成される構成要素のための既
に堆積されているがまだ接続されていないさらなる層の形態とすることができる。
【０１１１】
　エラストマまたはゴム・メンブレンが、格子４上で、繊維半製品９の下方または上方の
いずれかで使用される場合、有利な実施形態は、格子に部分的にまたは複数部分で付勢さ
れたメンブレンを適用することを含むことができる。格子や、例えばゴムのようなメンブ
レンの材料の異なる変形の結果、格子４は、長手方向の半径方向内側で、例えば、フォー
マ・プリフォームの内フランジの方向の曲げの内側で、短縮するのを防止される。それに
より、メンブレンは圧縮され、付勢がない状態では座屈することができる。メンブレンが
付勢される結果として、代わりに、座屈が防止され、繊維半製品が常に最適に支持される
ように、常に平面のままである。
【０１１２】
　１つの実施形態では、曲率の内側では、変形の開始時に張力が最大であり、変形の最終
状態が達せられたとき張力がほぼ０となるように、ゴム・メンブレンが付勢される。その
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結果、曲率の外側では、その箇所で、変形の開始時に張力がほぼ０であり、変形の最終状
態に達したとき張力が最大になるように、付勢は逆に与えられる。
【０１１３】
　しかしながら、さらなる実施形態では、格子が変形されていないかまたは緩和されてい
るときには、外力がない状態では格子がさらに直線のままとなるように、メンブレンの付
勢を、内側と同様に外側において正確に同じ大きさとなるように与えられてもよい。
【符号の説明】
【０１１４】
１　デバイス
２　第１の薄板
３　第２の薄板
４　格子
５　軸
６　付着手段
６Ａ；６Ｂ　付着手段
７　プラグ・ソケット
８　中立薄板
９　繊維半製品
１０　固定手段
１１　メンブレン
１２　減圧接続部
１３　密封手段
１４　穿孔
１５　接触面
１６　減圧箱
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